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 １ 策定の経過              

 

日  付 内     容 

平成 15 年度 

平成 15 年 

12 月 10 日

～22 日

 

ニーズ調査(伊勢崎市)配布・回収 

・就学前児童編：配布数 2,000 件  回収数：1,100 件  回収率：55.0％ 

・小学校児童編：配布数 2,000 件  回収数： 991 件  回収率：49.6％ 

・中 高 生 編：配布数 2,000 件  回収数： 804 件  回収率：40.2％ 

平成 16 年 

２月９日

～10 日

 

団体ヒアリング(伊勢崎市) 

・全７団体、計 53 名 

２月 13 日

～23 日

ニーズ調査(赤堀町、東村、境町)配布・回収 

・就学前児童編：配布数 2,200 件  回収数：1,034 件  回収率：47.0％ 

・小学校児童編：配布数 2,200 件  回収数：1,000 件  回収率：45.5％ 

平成 16 年度 

平成 16 年 

７月 29 日

 

 

第１回伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会 

・委嘱状の交付      ・策定概要及び策定スケジュール説明 

・正副会長選任      ・ニーズ調査、団体ヒアリング結果報告 

・委員自己紹介 

９月 30 日第２回伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会 

・現状分析報告 

・基本理念、目標及び視点の検討 

・施策骨子案検討 

10 月 28 日第３回伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会 

・計画素案第１章～第３章の検討 

平成 17 年 

１月 13 日

 

 

第４回伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会 

・計画素案第４章の検討 

３月 24 日

 

第５回伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会 

・計画素案第５章及び資料編の検討 

・計画素案全体の承認 
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 ２ 伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会設置要綱    
 

（設置） 

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 8 条第 1 項に規定する次世代

育成支援対策の実施に関する計画（以下「行動計画」という。）の策定に関し、広く市民等の

意見を行動計画に反映させるため、伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会（以下「懇談

会」という。）を設置する。 

（構成市町村） 

第２条 懇談会の構成市町村は合併協議会を構成する伊勢崎市、赤堀町、東村、境町(以下「関

係市町村」という。)とする。 

（所掌事務） 

第３条 懇談会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（1）次世代育成支援行動計画策定に必要な助言に関すること。 

（2）その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第４条 懇談会は、別表に掲げるものをもって組織する。 

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。 

（1）学識経験を有するもの。 

（2）関係団体を代表するもの。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第３条に規定する所掌事務が終了した日までとす

る。 

（役員） 

第６条 懇談会に次の役員を置く。 

（1）会長   １人 

（2）副会長  １人 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 懇談会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長が議長となる。 

（意見の聴取） 

第８条 懇談会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができ

る。 

（庶務） 

第９条 懇談会の庶務は、健康福祉部児童家庭課において処理する。 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 附 則 

この要綱は、平成 16 年７月１日から施行する。 
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 ３ 伊勢崎市次世代育成支援行動計画策定懇談会委員名簿 

 

（平成 16 年７月現在） 

選出区分 役 職 名 氏  名 備 考 

学識経験者 東京福祉大学教授 鈴木 路子 会 長 

各種関係機関 伊勢崎市区長会 富岡 郁夫 副会長 

〃 伊勢崎市民生委員児童委員連絡協議会 金子  豊  

〃 伊勢崎市青少年育成補導推進員連絡協議会 石原伊知男  

〃 伊勢崎市子ども育成会連絡協議会 小島 敏雄  

〃 伊勢崎商工会議所女性会 大和喜代恵  

〃 伊勢崎佐波医師会 田口  勉  

〃 伊勢崎市私立保育園会 武  啓治  

〃 伊勢崎佐波私立幼稚園協会 片柳 博子  

〃 境町私立幼稚園 茂木 英夫  

〃 伊勢崎市小・中・養護学校長会 齋藤 恵之  

〃 伊勢崎市学童保育連絡協議会 阿比留義明  

〃 伊勢崎市社会福祉協議会 関根  勇  

〃 境町学童保育所 桒原八千代  

サービス利用者 伊勢崎市公立保育所保護者 大谷 一正  

〃 伊勢崎市ＰＴＡ連合会 関根  仁  

〃 伊勢崎市児童センター母親クラブ 橋田 滋子  

〃 赤堀町幼稚園ＰＴＡ 新井 尚子  

〃 赤堀町ＰＴＡ連絡協議会 蜂須 和郎  

〃 東村幼・小・中ＰＴＡ連絡協議会 板垣 光明  

〃 東村私立幼稚園保護者 樋口みゆき  

〃 境町私立保育園保護者 吹上 由香  

〃 境町母親クラブ 中西 清江  

（敬称は略させて頂きました。） 


